
研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準） 

に基づく岐阜県立国際情報科学芸術アカデミーの体制に関する取扱要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この取扱要綱は、競争的資金を中心とした公募型の研究資金（以下、「競争的資金

等」という。）に関して、岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー（以下、「本学」という。）

における管理・監査の体制について必要な事項を定めるものとする。 

 

第 1節 機関の責任体系の明確化
 （最高管理責任者） 

第２条 本学全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う者として

最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。 

２ 最高管理責任者は、統括管理責任者及び部局責任者が責任を持って競争的資金等の運

営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。 

 （統括管理責任者） 

第３条 最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について本学全体を統括す

る実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き、事務局長をもって充てる。 

 （部局責任者） 

第４条 各部局における競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者

として部局責任者を置き、学科長をもって充てる。 

 

第 2節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
 （事務処理のルール） 

第５条 競争的資金等の事務処理については、法令、規則等の定めるもののほか、「岐阜県

公文書規程」並びに「岐阜県会計規則」等を準用する。 

２ 競争的資金等の運営・管理に関して決裁を要する意思決定については、「岐阜県現地機

関事務決裁規程」に定める決裁区分及び手続きによる。 

 （相談窓口） 

第６条 事務処理の執行に関する本学内外からの相談を受け付ける窓口は、事務局教務担

当とする。 

 （権限と責任） 

第７条 競争的資金等に携わる研究者（以下、「研究者」という。）は、研究の従事にあた

って、競争的資金等の取扱いに係る経理事務を最高管理責任者に委任しなければならない。 

２ 研究者は、公的資金であることを理解したうえで、必要となる物品・役務等の調達を

最高管理責任者に申請する。 

第８条 事務職員は、最高管理責任者の指示のもと、公的資金であることを理解したうえ








